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問合せ先 広報部長 吉村 剛史 
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第三者割当増資（優先株式発行）および転換社債型新株予約権付社債発行にかかる 

発行条件等の確定に関するお知らせ 

 

 

2004 年 9 月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による優先株式の発行お

よび転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、未確定であった発行条件等が本日確定いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

Ⅰ．第一回Ⅴ種優先株式 

当初転換価額の決定方法が次のとおり確定しました。 

当初転換価額は、平成 31年 10 月 29 日に先立つ 45取引日（以下Ⅰ．において「取引日」というとき

は終値のない日は除く。）目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相当する金額（円位未満小数第 2 位まで算出し、そ

の小数第 2位を四捨五入する。）とする。ただし、上記計算の結果、当初転換価額が 200 円（以下Ⅰ．

において「下限当初転換価額」という。ただし、第一回Ⅴ種優先株式の発行要項の規定により調整さ

れる。）を下回る場合には、下限当初転換価額をもって、また当初転換価額が 2,162.2 円※（以下Ⅰ．

において「上限当初転換価額」という。ただし、第一回Ⅴ種優先株式の発行要項の規定により調整さ

れる。）を上回る場合には上限当初転換価額をもって当初転換価額とする。 

 

※上限当初転換価額の決定方法 

払込期日（平成 16 年 10 月 29 日）に先立つ 44 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に 5 を乗じた額（円位未

満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を四捨五入した。） 
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＜ご参考＞ 

1. 発行新株式数 

10,875,000 株 

2. 発行価額 

1 株につき 12,000 円 

3. 発行価額中資本に組み入れない額 

1 株につき 6,000 円 

4. 申込期日 

平成 16 年 10 月 28 日 

5. 払込期日 

平成 16 年 10 月 29 日 

 

Ⅱ．第二回Ⅴ種優先株式 

当初転換価額の決定方法が次のとおり確定しました。 

当初転換価額は、平成 27年 10 月 29 日に先立つ 45取引日（以下Ⅱ．において「取引日」というとき

は終値のない日は除く。）目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相当する金額（円位未満小数第 2 位まで算出し、そ

の小数第 2位を四捨五入する。）とする。ただし、上記計算の結果、当初転換価額が 200 円（以下Ⅱ．

において「下限当初転換価額」という。ただし、第二回Ⅴ種優先株式の発行要項の規定により調整さ

れる。）を下回る場合には、下限当初転換価額をもって、また当初転換価額が 864.9 円※（以下Ⅱ．に

おいて「上限当初転換価額」という。ただし、第二回Ⅴ種優先株式の発行要項の規定により調整され

る。）を上回る場合には上限当初転換価額をもって当初転換価額とする。 

 

※上限当初転換価額の決定方法 

払込期日（平成 16 年 10 月 29 日）に先立つ 44 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に 2 を乗じた額（円位未

満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を四捨五入した。） 

 

＜ご参考＞ 

1. 発行新株式数 

2,000,000 株 

2. 発行価額 

1 株につき 10,000 円 

3. 発行価額中資本に組み入れない額 

1 株につき 5,000 円 

4. 申込期日 

平成 16 年 10 月 28 日 
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5. 払込期日 

平成 16 年 10 月 29 日 

 

Ⅲ．第一回Ⅵ種優先株式 

当初転換価額が次のとおり確定しました。 

432.4 円※ 

 

※当初転換価額の決定方法 

払込期日（平成 16 年 10 月 29 日）に先立つ 44取引日（以下Ⅲ．において「取引日」というときは終

値のない日を除く。）目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（円位未満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を四捨五入した。）

である 432.4 円または 425.4 円（平成 16 年 9 月 21 日から 9 月 28 日までの 5 取引日の東京証券取引

所における当会社の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相当する。）のうち、より

大きい額 

 

＜ご参考＞ 

1. 発行新株式数 

1,000,000 株 

2. 発行価額 

1 株につき 10,000 円 

3. 発行価額中資本に組み入れない額 

1 株につき 5,000 円 

4. 申込期日 

平成 16 年 10 月 28 日 

5. 払込期日 

平成 16 年 10 月 29 日 
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Ⅳ．双日ホールディングス株式会社第一回無担保転換社債型新株予約権付社債（双日株式会社保証付） 

新株予約権に関する事項が次のとおり確定しました。 

(1) 当初転換価額             454.0 円※ 

※当初転換価額の決定方法 

払込期日（平成 16 年 10 月 29 日）に先立つ 44取引日（以下Ⅳ．において「取引日」というとき

は終値のない日を除く。）目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の毎

日の終値（気配表示を含む。）の平均値（円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四

捨五入した。）である 432.4 円または 425.4 円（平成 16年 9月 21 日から 9月 28 日までの 5取引

日の東京証券取引所における当会社の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相

当する。）のうち、より大きい額である 432.4 円に 1.05 を乗じた額（円位未満小数第 2位まで算

出し、その小数第 2位を四捨五入した。） 

(2) 資本組入額         1 株につき 228 円 

 

＜ご参考＞ 

1. 社債の総額 

10,000,000,000 円 

2. 払込期日および発行日 

平成 16 年 10 月 29 日 

3. 本新株予約権の行使請求期間 

平成 16 年 11 月 1 日から平成 18 年 10 月 26 日まで 

4. 償還期限 

平成 18 年 10 月 27 日 

 

以上 


